
塩谷町人事行政の運営等の状況 
 

 

塩谷町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 17年塩谷町条例第 2号）第 3条 

第 1 項の規定に基づき、塩谷町における人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表しま

す。 

 

令和 7年 9月 

塩谷町長 見形 和久   

 

 １ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１） 職員の任免に関する状況 

 ① 職員の採用状況（令和 7年 4月 1日現在） 

区  分 
採用者数 （人） 

暫定再任用 
試験採用 選考採用 計 

一般行政職 10  0  10  1  

  ※暫定再任用とは、定年退職後も引き続き任用される者をいう 

 

② 職員の試験採用の状況（令和 6年度試験、令和 7年度採用） 

区  分 受験者数（人） 採用者数（人） 

一般事務 28  7  

一般事務（障害者） 5  0  

 土木技師 1  1  

保健師 1  1  

社会福祉士 2  1  

計 37  10  

   

③ 職員の退職状況（令和 6年度中） 

区  分 

退職者数 （人） 

定  年 応募認定 
暫定再任用

満了 
その他 計 

一般行政職 2  0  0  4  ６  

技能労務職 0  0  1  0  1  

合  計 2  0  1  4  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２） 職員数の状況（部門別）（各年 4月 1日現在） 

区  分 
職員数 （人） 

6年度 7年度 増  減 

一
般
行
政
部
門 

議 会 2  2  0  

総 務 36  39  3  

税 務 10  11  1  

民 生 25  24  ▲1  

衛 生 13  12  ▲1  

農 林 水 産 15  14  ▲1  

商 工 3  3  0  

土 木 8  8  0  

小 計 112  113  1  

特
別
行
政 

教 育 17  17  0  

小 計 17  17  0  

公
営
企
業
等 

水 道 5  5  0  

そ の 他 6  6  0  

小 計 11  11  0  

合  計 140  141  1  

 

 

２ 職員の人事評価の状況 

（１）人事評価の内容 

  公平公正な勤務評定を実施し、適切な人事管理により組織の活性化及び質の高い町民サービ

スの向上に資することを目的としています。評価の種類及び期間、評価者及び被評価者は下記

のとおりです。 

〇評価種類及び評価期間 

評価種類 評価期間 内  容 

能 力 評 価 4月 1日～翌年 3月 31日 

評価項目ごとに定める着眼点に基づ

き、職務において発揮された職員の能

力を客観的に評価します。 

業 績 評 価 
前期：4月 1日～9月 30日 

後期：10月 1日～翌年3月31日 

個々の職員があらかじめ業務目標を設

定し、その目標に対する達成度を客観的

に評価します。 

〇評価者及び被評価者 

・被評価者：全職員 

・評 価 者：評価者は被評価者に応じて原則 2人を定める。 

 

（２）評価結果の活用 

  能力評価は翌年度の昇給等、業績評価の前期評価は当年度 12 月賞与の勤勉手当、後期評価

は翌年度の 6月賞与の勤勉手当に反映させます。 



３ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）人件費の状況（一般会計決算） 

区  分 

住民基本台帳 

人口 

（R7年 1月 1日） 

歳出額 A 実質収支 人件費 B 
人件費率   

（B/A） 

(参考) 

5年度の 

人件費率 

6年度 
人 

9,796 

千円 

6,126,025 

千円 

172,356 

千円 

1,237,216 

％ 

20.2 

％ 

13.7 

 

（２）職員給与費の状況（一般会計決算） 

区  分 
職 員 数 

   A 

給  与  費 一人あたり

の給与費 

  B/A 給  与 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

6年度 
人 

142 

千円 

496,051 

千円 

99,833 

千円 

193,254 

千円 

789,138 

千円 

5,557 

※職員数は、令和 6年度決算書の人数 

※職員手当には退職手当を含まない 

 

（３）職員の平均給料月額及び平均年齢（令和 6年 4月 1日現在） 

区  分 
塩谷町 国 

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 

一般行政職 291,400円  39.1歳  323,823円  42.1歳  

技能労務職 * 円  *  歳  288,144円  51.2歳  

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が 1人又 2人の場合は「アスタリスク(＊)」としている 

 

（４）初任給基準の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

試験区分 塩谷町 国 

一般行政職 

大 学 卒 196,200円  196,200円  

高 校 卒 166,600円  166,600円  

 

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

区  分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

一般行政職 
大学卒 280,100円  364,400円  394,600円  405,900円  

高校卒 239,500円  －    円  *    円  381,800円  

※個人情報保護の観点から、対象となる職員が 1人又 2人の場合は「アスタリスク(＊)」としている 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（６）一般行政職の級別職員数の状況（令和 7年 4月 1日現在） 

区  分 標準的な職務内容 職員数（人） 構成比（％） 

1級 
主事補又は技師補の職務 

主事又は技師の職務 
41  28.9  

2級 
知識、経験を必要とする業務を行う主事又は技師の

職務 
22  15.5  

3級 主査の職務 19  13.4  

4級 副主幹、係長の職務 30  21.1  

5級 課長補佐、所長、主幹の職務 14  9.9  

6級 

会計管理者の職務 

課長、事務局長の職務 

困難な業務を行う所長の職務 

16  11.3  

※町給与条例に基づく給料表の級区分による職員数（暫定再任用職員を除く） 

 

（７）職員手当の状況（一般会計） （令和 6年度支給） 

①各手当の状況 

区  分 内      容 

期  末  手  当 

勤  勉  手  当 

 6月 12月 計 

期末手当 1.225月  1.275月  2.5月  

勤勉手当 1.025月  1.075月  2.1月  

※ 職務段階に応じた加算措置 有 

扶 養 手 当 

・子以外の扶養親族  月額  6,500円 

・子              月額 10,000円 
※満 15歳に達する日後の最初の 4月 1日から満 22歳に達する日以後の最初の 3月 31

日までの間にある子の場合、1人につき 5,000円加算 

住 居 手 当 ・借家で家賃月額 16,000円を超える場合、家賃に応じ月額上限 28,000円 

通  勤  手  当 
・交通機関利用者 運賃負担額に応じて支給 

・自家用車利用者 片道 2㎞以上の通勤距離に応じて支給 

時 間 外 手 当 

・正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた場合に支給される手当 

（算出方法） 

｛（給与月額×12）／（1週間あたりの勤務時間×52－祝日法及び年末年始の

休日の勤務時間）｝×手当割合×時間外勤務時間 

（手当割合） 

平日の午後 10時まで 125/100 

平日の午後 10時以降から翌日午前 5時まで 150/100 

週休日の午後 10時まで 135/100 

週休日の午後 10時以降から翌日午前 5時まで 160/100 

宿 日 直 手 当 
日直勤務に従事した職員に勤務回数に応じて支給 

 週休日・休日 1回 4,400円   平日 1回 2,200円 

管 理 職 手 当 課長級  50,200円 主幹級 40,200円 課長補佐級 34,000円 



②退職手当の状況（令和 6年度支給） 

区  分 内      容 

退職手当 

支給率 

退職事由 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20年 19.6695 月分  24.586875 月分  

勤続 25年 28.0395 月分  33.27075 月分  

勤続 35年 39.7575 月分  47.709 月分  

最高限度額 47.709 月分  47.709 月分  

そ の 他 の 

加 算 措 置 
定年前早期退職特例措置（2％～45％加算） 

 

（８）特別職の報酬等の状況（令和 6年度支給） 

区  分 給料月額 期末手当 

給 与 

町 長 770,000円  
6月期  1.70月分 

12月期  1.75月分 

計 3.45月分 

副 町 長 610,000円  

教 育 長 565,000円  

報 酬 

議 長 340,000円  
6月期  1.70月分 

12月期  1.75月分 

計 3.45月分 

副 議 長 260,000円  

議 員 233,000円  

 

（９）勤務時間の状況 

職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき一週間当たり 

38時間45分としています。職員の一般的な執務時間等は以下のとおりです。 

執務時間 午前8時30分～午後5時15分 

休憩時間 正午から午後1時まで 

※職員の職務及び職場の特殊性により、執務時間等が異なる場合がある 

 

（１０）休暇の状況 

① 年次有給休暇 

  職員には、1年度当たり原則として20日の年次有給休暇が与えられ、20日を限度とし

て、当該年度の翌年度に繰り越すことができます。1日又は1時間を単位として取得する

ことができます。 

〇年次有給休暇の取得状況（令和6年度実績） 

総付与日数 

(a) 

総取得日数 

(b) 

対象職員 

(c) 

平均取得日数 

(b)/(c) 

消  化  率 

(b)/(a) 

日 

5,179 

日 

1,766 

人 

142 

日 

14.4 

％ 

34.1 

 

② 特別休暇 

   選挙権の行使、結婚、出産、親族の死亡、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が

勤務しないことが相当である場合、条例で定められた日数（時間）取得することができます。 

  

 

 



③ 病気休暇 

   職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ない認める場合

における休暇として、公務上の負傷又は疾病及び結核性疾患にあっては 1 年以内、その他の

負傷又は疾病にあっては 90日（規則で定める負傷又は疾病にあっては 180日）を限度とし

て、１日又は１時間を単位として取得することができます。 

   

④ 介護休暇 

   配偶者等で負傷、疾病又は老齢により一定期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの

の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に、連続する６ヶ月の期間

内において１日又は１時間を単位として取得することができます。ただし、取得期間（時間）の

給与は減額となります。 

 

⑤ 組合休暇 

   登録された団体の規約に定める期間で組合規則で定めるものの構成員として当該機関の業

務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する

機関の業務で当該職員団体の業務として認められるものに従事する場合に限り、１日又は１時

間を単位として１の年度に３０日を限度として取得することができます。ただし、給与は減額

となります。 

 

 

４ 職員の休業に関する状況 

（１） 育児休業等の概要と取得状況 

 ① 育児休業 

3歳に満たない子を養育する職員は、その子が満 3歳に達する日まで休業をすることができる

制度です。休業期間中は無給となります。 

  【取得者数】 9名 （令和 6年度実績） 

 

 ② 部分休業 

公務に支障がないと認められるときは、子が小学校就学の始期に達する日まで、正規の勤務時

間の始め又は終わりにおいて、1 日を通じて 2 時間を超えない範囲内で、養育を理由に勤務し

ないことができる制度です。勤務しない時間に応じて給与は減額されます。 

  【取得者数】 3名 （令和 6年度実績） 

 

 ③ 育児短時間勤務 

子が小学校就学の始期に達する日まで、1 週間あたりの通常の勤務時間よりも短い勤務時間で

勤務することができる制度です。給与は、勤務時間に応じた支給割合で支給されます。 

  【取得者数】 0名 （令和 6年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分 

 職員の身分保証を前提としつつ、職員がその職責を十分果たすことが出来ない場合に、職員

の意に反する不利益な身分の変動をもたらす処分です。 

〇分限処分件数（令和 6年度実績） 

区  分 免  職 休  職 降  格 計 

分

限

処

分 

勤務実績が良くない場合 0 0 0 0 

心身の故障の場合 0 0 0 0 

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 

合  計 0 0 0 0 

 

（２）懲戒処分 

 職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維

持することを目的とする処分です。 

〇懲戒処分者数（令和 6年度実績） 

区  分 免  職 停  職 減  給 戒  告 計 

懲

戒

処

分 

信用失墜行為の禁止 0 0 0 0 0 

秘 密 を 守 る 義 務 0 0 0 0 0 

政治的行為の制限 0 0 0 0 0 

争議行為等の禁止 0 0 0 0 0 

そ の 他 0 0 0 0 0 

合  計 0 0 0 0 0 

 

 

６ 職員の服務の状況 

（１） 地方公務員の服務規律の概要 

  地方公務員法において、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、

職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と、職員の服務の根本

基準を定めています。このことから、職員には、「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」、

「信用失墜行為の禁止」、「秘密を守る義務」、「職務に専念する義務」、「政治的行為の制限」、「争

議行為等の禁止」、「営利企業等の従事制限」などの義務や制限が課せられています。 

 

（２） 服務規律の確保のためにとった措置の概要 

  公務員倫理の確保を図るため、年末年始や選挙において、綱紀粛正の周知を行っています。  

 

 

７ 職員の退職管理の状況 

 平成28年4月 1日施行の地方公務員法の改正により、退職管理の適正を確保するための措置

を講ずることとされたことに伴い、職員の退職管理に関する条例及び規則を制定しました。平成

28 年度以降の退職者（元職員）について、再就職情報の届出が義務付けられ、かつ、元職員（再就



職者）による現職職員への働きかけ（再就職先と町との間の契約等事務について職務に属する行

為をする、またはしないように、要求又は依頼すること）が禁止されます。 

〇再就職情報の届出状況（令和 7年 4月 1日現在） 

退職年度 外郭団体等 民間企業等 

令和 6年度 0人  0人  

 ※在職時に課長補佐級以上の職に就いていた職員対象 

 

 

８ 職員の研修の状況 

（１） 研修の実施状況 

  職員研修は、塩谷・那須南ブロック圏内の市町が合同で行っている研修及び栃木県市町村振興

協会が行う研修等に参加しています。 

  また、庁内独自研修として、組織において多くの人が働く職場でチームとしての成果創出が求

められており、チームを活性化させる手法を学び、チームの結束の理論を学ぶことを目的とした

「チームビルディング研修」を実施しました。 

  （令和 6年度実績） 

 

 

９ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１） 職員の健康の保持増進対策 

  塩谷町職員安全衛生管理規程に基づき、職員の健康を確保するため、健康診断等を行ってい

ます。なお、後述する栃木県市町村職員共済組合の福祉事業により健康診断等の費用の一部が

助成されます。 

 区  分 内   容 

定期健康診断 
職員の健康に対する認識を再確認し、病気の早期発見、早期治療に努めるよう

年 1回、定期健康診断、成人病健康診断、子宮頸がん検診を実施 

人 間 ド ッ ク 医療機関等が実施する総合検診 

健 康 面 談 
健康診断結果を配付する際に面談を実施 

職員の健康状態を把握し、相談に応じる 

 

（２）労働安全衛生に関する事項 

   労働安全衛生委員会において年間計画に基づき、年１回、職場巡回点検やストレスチェッ

クを実施しています。 

 

 

研修項目 受講者 備  考 

ブロック研修 79人  新規採用職員研修ほか 16研修 

県市町村振興協会 22人  DX研修ほか 17講座 

その他（庁内研修） 53人  チームビルディング研修 

計 154人  延べ人数 



（３）公務災害の発生状況 

  地方公務員災害補償法に基づき設立された地方公務員災害補償基金の栃木県支部に加入して

おり、職員が公務上又は通勤による災害（災害とは、負傷又は疾病をいいます。）を受けた場合

に、その災害によって生じた身体的損害の補償や、当該職員とその家族の生活の安定と福祉の

向上のために必要な福祉事業が行われます。 

   〇公務災害の認定請求状況（令和 6年度実績） 

公務上の災害 通勤による災害 

1 件  ０ 件  

 

（４）福利厚生に関する事項 

  職員の年金制度及び健康保険制度は、栃木県市町村職員共済組合で行っています。その他の

福利厚生事業を職員互助会で実施しています。 

 ① 共済組合の事業概要 

 ・短期給付事業 

    組合員（職員とその家族）の病気、怪我、出産、死亡、休業又は災害に対して、必要な給付を

行う。 

・長期給付事業 

組合員の退職･障害又は死亡に対して年金又は一時金の給付を行う。 

・福祉事業 

健康診査などの健康増進事業、住宅資金の貸付等を行う。 

 

 ② 互助会の状況 

   職員の福利厚生を図るため、塩谷町職員互助会を組織し、職員の給料より掛金を徴収し運営

しています。主に、慶弔等の給付事業や職員の交流事業を行っています。なお、事業主負担金

により、人間ドック給付事業を行っています。 

項  目 内  容 

会  員  数 145人  

会員掛金総額 1,051,597円  

事業主負担金総額 280,000円  

   ※会員数は令和 7年 4月 1日現在の人数 

   ※会員掛金総額及び事業主負担金総額は職員互助会の令和 6年度決算額である 

 

（５）公平委員会からの報告 

当町は、栃木県人事委員会へ公平委員会の事務を委託しており、その状況については次のと

おりです。 

① 勤務条件に関する措置の要求の状況 

令和5年度末における係属事案はなく、令和6年度に新たな措置要求はありませんでした。 

 

② 不利益処分に関する不服申し立ての状況 

令和 5年度末における係属事案はなく、令和 6年度に新たな不服申立てはありませんでし

た。 


